
 

公益財団法人 秋田県総合保健事業団 行動計画 

 

職員の健康及び、仕事と子育て（家庭）の両立支援を充実させるため、職員全員が協力し、自らの能力を十分

に発揮させ、効率的な業務が遂行できるようにし、また、女性が活躍できる雇用環境の整備を行うため次の行動

計画を策定する。 

 

１．計画期間     令和８年４月１日～ 令和１１年３月３１日までの３年間 

 

２．内容 

 

 

＜実施内容＞ 

 配偶者の出産予定日が判明した時点で産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除等の

制度の周知や情報提供を行い、必要に応じて対面での説明を行う。また、管理職からも対象職員に対し取得の呼

びかけを行う。 

＜実施時期＞ 

都度実施 

 

 

＜実施内容・実施時期＞ 

令和８年 ４月～ 年次有給休暇の取得状況の集計及び調査を行い、その結果から取得率が６０％に達していな 

い部署に対し、業務の繁忙期を除く期間に積極的に年次有給休暇を取得するよう呼びかけを 

行う。 

令和９年 １月～ 前年の年次有給休暇の取得率が６０％に達していない部署の聞き取りを行い、改善策を検討 

する。 

 

 

＜実施内容＞ 

女性管理職候補に対する研修の実施。 

＜実施時期＞ 

 都度実施 

 

 

＜実施内容・実施時期＞ 

令和８年 ４月～ 令和７年度の時間外労働の集計及び調査を行う。 

令和８年 ６月～ 月の時間外労働が20時間を超える前にタイムレコーダーからアラート表示を出すように設 

定し、職員に対して 20時間超えをしないよう。意識づけを行う。 

令和９年 ４月～ 令和８年度の時間外労働の集計及び調査を行う。 

         前年度に続き、月の時間外労働が 20時間を超えた職員の、その月の業務内容を所属長に分 

析させ、改善計画を提出させる。 

目標１：男性職員の育児休業取得率８０％を目指す。（令和５年４月～令和８年３月実績６６％） 

次世代・女性一体型  

目標２：年次有給休暇の取得率７０％を目指す。（令和７年度実績６１％） 

目標３：女性管理職の割合３０％以上を維持する。（令和７年度実績３６．４％） 

目標４：月の時間外労働が 20時間を超える職員を１割削減する。 


